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１ 国の動向

1

令和７年度の地方財政の課題
（総務省 R６.８.30）



１ 国の動向

２

令和７年度の地方財政の課題
（総務省 R６.８.30）
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（１）一般財源収入の推移

※R2～R4年度は決算額、R5年度は決算見込額、R6年度は当初予算額。

※その他は、「地方消費税清算金」「地方特例交付金」「交通安全対策特別交付金」「減収補てん債」。

※それぞれの金額を四捨五入しているため、各表の合計等が合わない場合があります。（以下同）

※ R３年度には、普通交付税の追加交付分（199億円）、後年度精算分（166億円）を含む。

※ R４年度には、普通交付税の追加交付分（36億円）、後年度精算分（80億円）を含む。

※ R５年度には、普通交付税の追加交付分（50億円）、後年度精算分（70億円）を含む。

（年度）

億円

5,818

5,484

5,892 5,967
6,181

• 一般財源収入は、県税、地方交付税の減少等により減少したが、概ね横ばいを

維持。

（２）財政調整のための基金残高の推移

億円

• 財政調整のための基金残高は減少。

• 令和６年度当初予算編成後時点の残高は５０億円で、全国順位は多い方から

３８番目にとどまっている。

（年度）

２ 本県の財政状況

【普通交付税の精算制度】

普通交付税の算定において、法人事業税等の算定額が実際の税収と比較して算定過大となった場合、後年度、３か年にわたり、普通交付税の減額（算定過少の場合は減収補てん債の発行）により精算される。 ３

当初予算編成後９月末までに積み上がった残高

（38位）

※各年度９月末時点の残高（普通交付税の後年度精算分等を除く額）
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①経常収支比率 ②実質公債費比率
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（32位）

【経常収支比率】

県税、普通交付税など、毎年度経常的に収入されるもので、地方公共団体が自由に使える財源のうち、人件費、扶

助費、公債費など毎年度経常的に支出される経費に充てられた財源の占める割合のことで、率が高いほど財政の弾

力性が低いことを示す。

※R5は速報値であり、今後数値が変動する場合があります。

※（ ）内は、数値が低い方から数えた全国順位。

※R５は速報値であり、今後数値が変動する場合があります。

※（ ）内は、数値が低い方から数えた全国順位。

（年度）（年度）

• これまでの財政健全化の取組の成果等により、経常収支比率は全国中位を維持、実質公債費比率は安定的に推移しているが、全国平

均には達しておらず、予断を許さない状況。

• 令和５年度の経常収支比率は、算定の分子である経常一般財源等総額が令和４年度と比較して増加したことにより改善。

（令和３年度は、特殊要因として、国税収入増に伴う普通交付税の追加交付等があったため、経常収支比率が大きく改善）

（３）主な財政指標の推移

２ 本県の財政状況

【実質公債費比率】

地方公共団体の標準財政規模（標準税収入額に普通交付税等を加えたもの）に対して、公債費（普通交付税で措置

されるものを除く）に充てられたものが占める割合のことで、当該年度の公債費負担の大きさを示す。

％ ％

４



※１ R6年度当初予算に「仮試算」の伸び率を加味して試算。
※２ 特定財源は、R6年度当初予算同額で仮置き。

（備考）
・その他：諸収入、財産収入、分担金・負担金、使用料・手数料、繰入金（財政調整のための基金繰入金を除く）など

※１

※２

※所要額で要求できる事業も含め、全ての事業において、必要性・緊要性等を十分検証し、精査する。
（備考）
・繰出金等とは、特別会計、企業会計等への繰出金等
・一般経費Ⅰとは、経常的なソフト事業など裁量的な政策経費のうち、どこの区分にも属さないもの。
・一般経費Ⅱとは、高額備品の年間リース料、船舶の定期検査など経常的かつ大規模な経費
・個別検討項目とは、私学振興補助金、商工会議所等への人件費支援、高等学校運営費等
・大規模臨時的経費とは、施設の改築・大規模改修、システム開発など大規模かつ臨時的な経費

３ 令和７年度当初予算要求基準等

（１）歳入の見込（現時点） （２）令和７年度当初予算要求基準（単位：億円） （単位：億円）

５


